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令和２年度 第１回 渋谷区子ども・子育て会議 会議録 

 

     日時：令和２年９月 29日（火） 

17：55～18：30 

 

     場所：区役所本庁舎８階 

 ８１１－１・２会議室 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）渋谷区子ども・子育て支援事業計画進捗状況について 

（２）小規模保育事業に係る認可及び利用定員について（令和２年 10月１日開設） 

（３）その他 

 

３ その他 

 

４ 閉会 
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１ 開会 

 

■ 会長 

・ 令和２年度第１回の子ども・子育て会議を開催する。 

・ 事務局より事務連絡をお願いする。 

 

■ 事務局（保育課長） 

・ 今般の新型コロナ感染症の感染拡大の状況から、感染防止のため、渋谷区子ども・子育 

て会議条例第 10条の規定に基づき、会議の開催方法を「書面会議」に変更し、書面でご意 

見をいただいているので、会議として成立しているものとして取り扱わせていただく。 

  ＊ 事務局職員より資料について確認。 

＊ 事務局（子ども家庭部長）から異動者（委員及び事務局）を紹介 

 

２ 議事 

（１） 渋谷区子ども・子育て支援事業計画進捗状況について 

■ 会長 

・ 最初に、令和 2年４月１日現在の待機児童数について、事務局から説明をお願いする。 

 

■ 事務局（保育課長）より資料１について説明 

 

■ 会長 

・ 今のところについて質問等はあるか。 

（異議なし） 

・ 次に、区の待機児対策として、保育施設の設置について、事務局から説明をお願いする。 

 

■ 事務局（保育施設緊急整備担当課長）より資料２について説明 

＊ 続いて、議事（１）に対する各委員の意見（様式１）及びそれに対する区の考え方

（以下）を説明   

・ 「保育事業者により保育の質に差があるが、子どもたちが平等に保育を受けられるよう

期待している」とのご意見については、新規開設については、事前協議や認可について

審議会を通して確認を行っている。開設後についても、巡回指導を定期・不定期に実施

し、区内全ての子ども達に質の高い保育を受けられるよう、区としても努力していく。 

・ 「待機児童になっている方々の理由や、ニーズには地域による偏りなどが無いか現状把

握を行う必要があるのでは、定期評価し、必要な軌道修正をしながら進めることが大切」

とのご意見については、待機児童の地域による偏りについては、待機児童の第一希望園

ごとに集計し、現在どの地域に保育園が不足しているかを調査してきた。また、住民登

録やマンションの開発動向を参考に将来の予想をしてきた。来年度の待機児童解消を目
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指しているが、今後も、保育需要や新たなニーズに対応するよう、アンテナを高くし子

育て支援に努めていく。 

・ 「既存園もいずれ定員割れが生じる可能性もあるため、園の統廃合や、廃止の可能性に

ついて検討の必要があるのでは、また、保育の質や保育環境にも視点を移すことが重要

になる」とのご意見については、既存園については、待機児童対策として認可基準の範

囲内で、従来の定員数を上回る弾力運用をお願いしているところもある。保育園整備が

十分に進んだ段階で、定員数の見直し等を行い、ゆとりある保育環境へシフトすること

も検討していく。 

・ 「新設園は乳児の待機児解消となるものの、3－4 年は幼児の在籍が見込めないため、運

営における区の支援が必要である」とのご意見については、数年程前から、新設園につ

いては 4,5 歳クラスが定員に満たないことも多いため、認可定員数とは別に、実績に則

した見込み園児数で利用定員を設定し運営経費についての支援を行っている。引き続き、

安定した保育園運営ができるように支援の検討を行っていく。 

 

■ 会長 

・ 各委員の意見に対する検討について、ほかにご意見等はあるか。 

（異議なし） 

・ いただいた意見を活かし、今後の子ども・子育て支援事業計画を遂行していただきたい。 

 

（２） 小規模保育事業に係る認可及び利用定員について 

■  会長  

・ 事務局から説明をお願いする。 

 

■ 事務局（保育施設緊急整備担当課長）より資料３について説明 

＊続いて、議事（２）に対する各委員の意見（様式１）及びそれに対する区の考え方（以下）

を説明  

 

・ 「３歳児以上の受け入れ先はどうなるのか」とのご質問があったが、3歳児以上について

は、渋谷保育園と美希保育園が連携園として受け入れを行う。小規模保育園に申し込ま

れる段階でご希望をお聞きするため、3歳からも安心して保育園をご利用いただける。 

・ 「現在の小規模２園を訪問してみると、非常口の確保が十分でないと感じる。部屋のス

ペースがぎりぎりなので、備品も置けない状況だ」とご意見があったが、小規模保育園

は、0～2 歳までの定員 19 人以下の保育園で、ご指摘のように、どこの小規模保育園も、

100㎡程度の保育面積で運営を行っている状況である。吊戸棚の活用や、日々の保育用品

を整理することで保育の質を維持する必要がある。乳児が対象の保育園なので、非常口

の確保は大変重要である。安心して子どもを預けられるように区からも継続的に巡回指

導を行う。 

・ 「図面には厨房や調乳コーナー及び事務（管理）室が入っていないようだが、それらは
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どのように計画されているのか」というご質問があったが、事務室については、資料 3-3

の図面で、出入り口を入って右側に配置している。また、厨房はその上側になる。小規

模保育園は、人数や面積規模が少ない事から、調乳は厨房で行うため、個別の調乳コー

ナーは設けていない。 

・ 「保育士等職員配置数についての」ご質問があったが、施設長 1 人、保育士 7 人の計 8

人で、全員、保育士資格を持っている。他に調理員 2 人で、こちらは栄養士と調理士資

格の有資格者である。また、職員配置基準は、厚労省の定める国基準を順守している。 

 

■ 会長 

・ 各委員の意見に対する検討について、ほかにご意見等はあるか。 

（異議なし）   

・ 現在、３歳から５歳で、定員割れをしている園はどのくらいあるのか。他の自治体では、

幼稚園に行く児童が多い。 

 

■ 事務局（保育施設緊急整備担当課長） 

・ 新設園は、３年くらいで定員が埋まることになる。既存園では定員割れをしている園は

少ない。 

・ ３歳から４歳は持ち上がりが９２％、４歳から５歳は持ち上がりが８７％である。幼稚

園に転園する児童は少ない。 

 

■ 会長  

・いただいた意見を活かし、利用定員設定をしていただきたい。 

 

（３）その他 

 

■ 会長  

・ 委員からあったその他の意見について、事務局から報告をお願いする。 

 

■ 事務局（保育課長）より各委員の意見（様式１）について説明。 

 

■ 会長 

・コロナ禍において、保育園見学が難しくなっているという意見があるが、何か方策がある

か。 

 

■ 事務局（保育課長） 

・ 事前に連絡をもらい、感染予防対策を行った上で、少人数の見学を受け入れている。 
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■ 会長 

· ・ 委員からも意見が出ているが、今後、委員と双方向で意見を交わすことができるオンラ  

イン会議についても、無理のない範囲で、検討していただきたい。 

 

■ 事務局（子ども家庭部長） 

・ 外部と teams を使ってやっている例もある。この会議でも検討したい。 

 

■ 会長 

・ 各委員の意見を、今後の子ども・子育て支援事業計画の参考にしていただきたい。 

 

（閉会） 


